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経済産業省大臣官房商務流通保安審議官 住田 孝之 

 

 

 

 

供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を 

定める告示第１０条及び第１１条の運用及び解釈について 

 

 

 供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第１０条

及び第１１条の運用及び解釈についてを別紙のとおり制定する。 

 

附 則 

１．この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２．供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示

第１１条の燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓の設置方法につ

いて（平成９年４月１日付 ９保安第２６号による通達）は、廃止する。 

 

 

 

 



 

（ 別 紙 ）  

 

2 0 1 7 0 3 1 6 商 局 第 1 0 号 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

供 給 設 備 、 消 費 設 備 及 び 特 定 供 給 設 備 に 関 す る 技 術 基 準 等 の 細    

目 を 定 め る 告 示 第 １ ０ 条 及 び 第 １ １ 条 の 運 用 及 び 解 釈 に つ い て   

 

 上 記 の 件 に つ い て は 、 下 記 の と お り 定 め た の で 、 今 後 こ れ に よ り 運 用

し て く だ さ い 。  

な お 、 供 給 設 備 、 消 費 設 備 及 び 特 定 供 給 設 備 に 関 す る 技 術 基 準 等 の 細

目 を 定 め る 告 示 第 １ １ 条 の 燃 焼 器 と 接 続 さ れ な い で 設 置 さ れ て い る 末 端

ガ ス 栓 の 設 置 方 法 に つ い て （ 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 付  ９ 保 安 第 ２ ６ 号 ） は

廃 止 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

記  

 
第 １ ０ 条 関 係  

第 １ ０ 条 中 「 末 端 ガ ス 栓 」 に つ い て 、 末 端 ガ ス 栓 と 燃 焼 器 と の 接 続 に 用

い る 管 等 と の 組 み 合 わ せ は 、 下 表 の と お り と す る 。  

末 端 ガ ス 栓 の 種

類  

燃 焼 器 と の 接 続 に 用 い る 管 等 の 種

類  

可 と う 管 ガ ス 栓  ・ 金 属 フ レ キ シ ブ ル ホ ー ス  

・ 燃 焼 器 用 ホ ー ス （ 接 続 部 が ね じ

継 手 の も の に 限 る 。 ）  

・ 液 化 石 油 ガ ス 用 継 手 金 具 付 低 圧

ホ ー ス （ 屋 内 で 使 用 す る 場 合 は

鋼 線 入 り の も の に 限 る 。 ）  

可 と う 管 ガ ス 栓  

（ 出 口 側 接 続 部

が 回 転 す る も の ） 

・ 使 用 し な い （ 燃 焼 器 に 直 接 ね じ

接 続 ）  

ホ ー ス ガ ス 栓（ 過

流 出 安 全 機 構 を

内 蔵 す る も の に

限 る 。 ）  

・ ゴ ム 管  

・ 燃 焼 器 用 ホ ー ス  

・ 金 属 フ レ キ シ ブ ル ホ ー ス  

・ 液 化 石 油 ガ ス 用 継 手 金 具 付 低 圧

ホ ー ス （ 屋 内 で 使 用 す る 場 合 は

鋼 線 入 り の も の に 限 る 。 ）  

ね じ ガ ス 栓  ・ 金 属 管  

（ 備 考 ） 接 続 具 を 使 用 し た 接 続 を 含 む 。  

 

２  第 １ ０ 条 第 １ 号 イ 、 第 ２ 号 イ 及 び 第 ３ 号 イ 中 「 直 接 ね じ に よ り 接

続 さ れ て い る こ と 。 」 と は 、 ガ ス 栓 の 出 口 側 接 続 部 が 回 転 す る 機 構

を 有 す る ガ ス 栓 に よ り 接 続 す る こ と を い う 。  

 

第 １ １ 条 関 係  

  燃 焼 器 と 接 続 さ れ な い で 設 置 さ れ て い る 末 端 ガ ス 栓 の 設 置 方 法 に 関

し 、 ホ ー ス ガ ス 栓 の う ち 本 体 が 箱 内 に 収 納 さ れ る ボ ッ ク ス 型 ガ ス 栓 で

あ っ て 本 体 と 入 口 側 接 続 部 が 分 離 で き る も の に つ い て 、 本 体 を 交 換 す

る 場 合 に あ っ て は 、 接 続 部 の 構 造 及 び 寸 法 が 同 一 で あ り 、 か つ 、 確 実

に 接 続 で き る も の と 交 換 す る よ う 指 導 さ れ た い 。  
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